
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  上部固定ローラーと上部可動ローラーと
を間隔をおいて、その両端をアームで連結し、このアー
ムに上部固定ローラーと同一直線上に位置する回動軸を
取付け、この回動軸に、その回動角度を調整することに
より上部可動ローラーの位置を調整する回動手段を接続
し、前記上部固定ローラーの下方に、これと摺接して設
けられた下部固定ローラーと、下部可動ローラーとを間
隔をおいて、その両端をアームで連結し、このアームに
下部固定ローラーと同一直線上に位置する回動軸を取付
け、この回動軸に、その回動角度を調整することにより
下部可動ローラーの位置を調整する回動手段を接続し、
且つ前記上部固定ローラーと下部固定ローラーをモータ
ーに接続したことを特徴とするアール曲げ機。
【請求項２】  上部固定ローラーと上部可動ローラーと

を連結するアームを回動自在に支持する回動軸を上部フ
レームに取付け、下部固定ローラーと下部可動ローラー
とを連結するアームを回動自在に支持する回動軸を下部
フレームに取付け、この下部フレームの上に、上部フレ
ームを回動自在に支持したことを特徴とする請求項１記
載のアール曲げ機。
【請求項３】  上部固定ローラーと上部可動ローラー、
下部固定ローラー及び下部可動ローラーの外周に、その
長手方向に間隔をおいてハゼ部分を逃がす複数の環状溝
を形成したことを特徴とする請求項１または２記載のア
ール曲げ機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は角ダクトを製造する場合
の板の曲げ加工を行なうアール曲げ機に関するものであ
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る。
【０００２】
【従来の技術】従来、図９に示すようにＳ字形の角ダク
ト１を製造する場合、先ず板材をプラズマ切断機などに
より側板２、２をＳ字形に切断すると共に、上面板３と
下面板４とを長方形状に切断する。この後、左右両端に
ハゼ加工を行なうと共に、先端と後端にフランジ部５を
形成する。次に上面板３と下面板４とを３軸ローラ曲げ
機に通して曲げアールＲ1  、Ｒ2  を調整しながら目視に
より曲げ加工を行なってから、側板２、２とハゼ組して
角ダクト１を製造していた。
【０００３】しかしながら、作業者が３軸ローラ曲げ機
で勘に頼って目視により曲げ加工を行なっているため熟
練を要すると共に、曲げアールＲ1  、Ｒ2  の曲げ方向が
逆であるため、先にアールＲ1  部分を曲げた後、一旦、
曲げ機から取り外してから反転させてアールＲ2  部分を
曲げているため作業性が悪い上、寸法精度が低く、加工
コストも高くなる問題があった。また３軸ローラ曲げ機
で曲げ加工を行なう場合、側板２や上面板３、下面板４
などの両縁に形成したハゼ部分が潰れてしまうため、曲
げ加工後に修正しなければならなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記欠点を除
去し、板材をローラー間に送ってＳ字曲げなど任意の半
径と曲げ方向のアール部を連続的に曲げ加工し、フラン
ジ部やハゼ部分の潰れを防止して作業性と寸法精度を向
上させると共に、加工コストを大幅に安くしたアール曲
げ機を提供するものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１記載の
発明は、上部固定ローラーと上部可動ローラーとを間隔
をおいて、その両端をアームで連結し、このアームに上
部固定ローラーと同一直線上に位置する回動軸を取付
け、この回動軸に、その回動角度を調整することにより
上部可動ローラーの位置を調整する回動手段を接続し、
前記上部固定ローラーの下方に、これと摺接して設けら
れた下部固定ローラーと、下部可動ローラーとを間隔を
おいて、その両端をアームで連結し、このアームに下部
固定ローラーと同一直線上に位置する回動軸を取付け、
この回動軸に、その回動角度を調整することにより下部
可動ローラーの位置を調整する回動手段を接続し、且つ
前記上部固定ローラーと下部固定ローラーをモーターに
接続したことを特徴とするものである。
【０００６】更に請求項２記載の発明は、上部固定ロー
ラーと上部可動ローラーとを連結するアームを回動自在
に支持する回動軸を上部フレームに取付け、下部固定ロ
ーラーと下部可動ローラーとを連結するアームを回動自
在に支持する回動軸を下部フレームに取付け、この下部
フレームの上に、上部フレームを回動自在に支持したこ
とを特徴とするものである。

【０００７】更に請求項３記載の発明は、上記アール曲
げ機において、上部固定ローラーと上部可動ローラー、
下部固定ローラー及び下部可動ローラーの外周に、その
長手方向に間隔をおいてハゼ部分を逃がす複数の環状溝
を形成したことを特徴とするものである。
【０００８】
【作用】本発明のアール曲げ機により板材をＳ字形に曲
げる場合、切断した板材をモーターで駆動する上部固定
ローラーと下部固定ローラーとの間に送り込んで挟む。
一方、シリンダーやモーターにより、アームで上部固定
ローラーに連結された上部可動ローラーを上部固定ロー
ラーの軸心を回転中心として回動させて上部可動ローラ
ーと下部可動ローラーとを水平状に配置する。一方、ア
ームで下部固定ローラーに連結された下部可動ローラー
を下部固定ローラーの軸心を回転中心として回動させ
て、下部固定ローラーと下部可動ローラーを水平状に配
置し、上下のローラー間を板材は直線状に進行する。
【０００９】曲げアールを形成する位置に板材が送られ
てくると、シリンダーやモーターにより、アームを回動
させるとここに支持した上部可動ローラーは、上部固定
ローラーを中心として上方に回動する。一方、下部のア
ームも下部固定ローラーの軸心を中心として回動し、こ
こに取付けた下部可動ローラーが上昇し、板材は上部固
定ローラーと下部固定ローラー及び下部可動ローラーの
３軸の間で上方に曲げられる。
【００１０】このようにして板材が曲げられながら進行
し、逆向きの曲げアールを形成する位置に送られてくる
と、アームが回動してここに支持した上部可動ローラー
は、上部固定ローラーを中心として回動して下がってく
る。一方、下部のアームは下部固定ローラーの軸心を中
心として下方に回動し、ここに取付けた下部可動ローラ
ーが下がって、上部固定ローラーと上部可動ローラー及
び下部固定ローラーの３軸の間で下方に曲げられる。従
って、上部アームで連結された上部固定ローラーと上部
可動ローラー及び下部アームで連結された下部固定ロー
ラーと下部可動ローラーとの相対的な位置関係を変える
ことにより、任意の半径と曲げ方向のアール部を連続的
に形成することができる。
【００１１】なお請求項２記載の発明では、上部固定ロ
ーラーと上部可動ローラーとを連結するアームを回動自
在に支持する回動軸を上部フレームに軸支して、この上
部フレームを回動自在に支持することにより、先端と後
端にフランジ部を形成した板材を上下のローラー間に通
す時に、軸を支点として上部フレームが上方に回動し、
これにアームを介して取付けられた上部固定ローラーと
上部可動ローラーとが上昇して、下部固定ローラーとの
間に隙間ができる。この隙間を通して先端のフランジ部
を通した後、上部フレームを下げて上下ローラー間に板
材を挟さんでから曲げ加工を行なうようになっている。
【００１２】また請求項３載の発明では、上部固定ロー
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ラーと上部可動ローラー、下部固定ローラー及び下部可
動ローラーの長手方向に沿って所定の間隔で複数の環状
溝が夫々形成されているので、ハゼ部分を環状溝に挿入
して圧延するとハゼ部分を潰すことなく、所定の半径で
曲げることができる。
【００１３】
【実施例】以下本発明を図１ないし図８を参照して詳細
に説明する。図１において６はスタンドで、このスタン
ド６の左右上部に図４に示すように夫々２枚の下部フレ
ーム７、７が間隔をおいて取付けられている。またこの
上部には、２枚の上部フレーム８、８が間隔をおいて取
付けられている。また図２に示すように板材10の侵入側
のスタンド６の上部に軸受取付板11が接合され、ここに
下部軸受12ａと上部軸受12ｂとが設けられ、下部軸受12
ａに下部フレーム７、７を貫通する軸13ａの端部が支持
され、また上部軸受12ｂに上部フレーム８、８を貫通す
る軸13ｂの端部が支持されている。
【００１４】また装置の右側の軸13ａの外側に突出した
端部には図１に示すように、スプロケット14ａが取付け
られ、また内側の端部には図２に示すように、スプロケ
ット15ａが取付けられている。前記スプロケット14ａは
図１に示すようにモーター17に取付けたスプロケット14
ｂにチェーン16を介して接続され、モーター17の回転に
より軸13ａが回転するようになっている。またこの軸13
ａの中間の下部フレーム７、７の間には図２に示すよう
にギア18ａが取付けられ、この上部の軸13ｂの中間の上
部フレーム８、８の間に取付けられたギア18ｂと噛合し
て、軸13ａの回転力が上部の軸13ｂに伝達されるように
なっている。
【００１５】上部の軸13ｂの装置内側の端部には図５に
示すようにスプロケット19ａが取付けられている。また
上部フレーム８、８の先端側には上部固定ローラー20と
上部可動ローラー21とが間隔をおいて設けられている。
この上部固定ローラー20と上部可動ローラー21の両端は
図３に示すように、アーム23に間隔をおいて取付けた軸
受24、24に支持されている。またアーム23の上部フレー
ム８側の側面には上部固定ローラー20と同一直線上に回
動軸26の一端が溶接により固定されている。
【００１６】また回動軸26が貫通する上部フレーム８、
８の間にはギア28ａが取付けられ、更にこの上部に設け
た大径のギア28ｂと噛合して回転するようになってい
る。この大径のギア28ｂの側面にはリンク30が固定さ
れ、この上端はシリンダー31の先端に回動自在に連結さ
れ、シリンダー31の伸縮によりリンク30が回動して、こ
れに接続したギア28ｂも一体に回動すると、これに噛合
するギア28ａが回転するようになっている。なおこのシ
リンダー31の伸縮量は板材10の曲げアールに応じて制御
されるようになっている。
【００１７】また上部固定ローラー20と上部可動ローラ
ー21の右側も、図５に示すようにアーム23に回動軸26の

一端が溶接により固定され、ここに取付けたギア28ａ
が、この上部に設けた大径のギア28ｂと噛合し、更にこ
の側面に接続したリンク30がシリンダー31の先端に回動
自在に連結されている。また下方の下部フレーム７、７
の先端側にも図４に示すように下部固定ローラー33と下
部可動ローラー34が設けられ、この両端も前記上部固定
ローラー20及び上部可動ローラー21と同様の構造により
回動自在に支持されている。
【００１８】また上部固定ローラー20の右端部側には図
５に示すようにスプロケット19ｂが取付けられ、これは
前記軸13ｂに取付けたスプロケット19ａとチェーン16で
連結されている。またスプロケット19ｂと同軸にスプロ
ケット36ａが取付けられ、これは上部可動ローラー21の
右端部側に取付けたスプロケット36ｂとチェーン16で連
結され、モーター17の回転により上部固定ローラー20と
上部可動ローラー21とが回転するようになっている。ま
た下部固定ローラー33には図２に示すようにスプロケッ
ト15ｂが取付けられ、軸13ａに設けたスプロケット15ａ
とチェーン16を介して連結され、更に下部可動ローラー
34もチェーン16で連結されて回転するようになってい
る。
【００１９】また上部固定ローラー20、上部可動ローラ
ー21、下部固定ローラー33及び下部可動ローラー34は、
長手方向に沿って所定の間隔で複数の環状溝37が夫々形
成され、ハゼ部分を環状溝37で逃がすようになってい
る。また上部フレーム８、８のローラー側の底部には図
１に示すように、上昇枠38が接続され、この底部中央に
シリンダー39の先端が接続され、シリンダー39の伸出に
より上昇枠38が上昇して上部フレーム８、８が軸13ｂを
支点として上方に回動し、上部固定ローラー20と上部可
動ローラー21が上昇して板材10のフランジ部５を逃げる
ようになっている。なお図２において40は板材10を案内
するテーブルである。
【００２０】上記アール曲げ機により図９に示す上面板
３の曲げ加工を行なう方法について説明する。板材10を
Ｓ字形に曲げる場合、長方形状に切断した板材10の左右
両端にハゼ加工を行なうと共に、先端と後端にフランジ
部５を形成する。次に板材10をテーブル40の上に載せ、
図１に示すシリンダー39を伸出させると、この先端に接
続した上昇枠38が上昇し、これに接続された両側の上部
フレーム８、８が軸13ｂを支点として上方に回動し、こ
れにアーム23を介して取付けられた上部固定ローラー20
と上部可動ローラー21が上昇して、下部固定ローラー33
との間に隙間ができる。この隙間を通して先端のフラン
ジ部５を通すと共に、ハゼ曲げ部分を下部固定ローラー
33の環状溝37に合わせた後、シリンダー39を収縮させて
上部フレーム８、８を下げ、上部固定ローラー20と下部
固定ローラー33の間に板材10を挟む。
【００２１】この後、モーター17を駆動させると、図５
に示すようにここに取付けたスプロケット14ｂが回転
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し、チェーン16を介して下部の軸13ａに取付けたスプロ
ケット14ａが回転する。軸13ａの回転により図２に示す
ようにここに取付けたスプロケット15ａが回転して、下
部固定ローラー33に取付けたスプロケット15ｂが回転す
る。一方、軸13ａの中間の下部フレーム７、７の間に取
付けたギア18ａの回転により、この上部の軸13ｂの中間
の上部フレーム８、８の間に取付けられたギア18ｂが回
転する。この結果、図５に示すように軸13ｂのスプロケ
ット19ａが回転して、この回転力が上部固定ローラー20
に取付けたスプロケット19ｂに伝達されて、上部固定ロ
ーラー20が回転し、更にスプロケット36ａ、36ｂにより
上部可動ローラー21も回転する。従って回転する下部固
定ローラー33と上部固定ローラー20との間に挟まれた板
材10は前方に送られて行く。
【００２２】またこれとは別に図２に示すように、上下
のシリンダー31、31を同時に所定量収縮させると、リン
ク30に接続された大径のギア28ｂが回動し、これと噛合
する小径のギア28ａも回動する。ギア28ａを取付けた回
動軸26は図３に示すようにアーム23の側面に上部固定ロ
ーラー20と同一直線上に溶接により固定されているの
で、アーム23は上部固定ローラー20の軸心を中心として
矢印と逆方向に回動し、ここに取付けた上部可動ローラ
ー21は図中左方向に回転して図６に示すように上部固定
ローラー20と上部可動ローラー21が水平に配置される。
同様に下部のシリンダー31が収縮するとアーム23が下部
固定ローラー33の軸心を中心として回動し、ここに取付
けた下部可動ローラー34が図中右方向に回転して、図６
に示すように下部固定ローラー33と下部可動ローラー34
が水平に配置され、板材10は上部可動ローラー21と下部
可動ローラー34との間に挟まれて直線状に進行して行
く。
【００２３】曲げアールＲ1  を形成する位置に板材10が
送られてくると、上部のシリンダー31を伸出させて、図
３に示すようにリンク30に接続された大径のギア28ｂが
矢印方向に回動し、これと噛合する小径のギア28ａも逆
回転し、アーム23は矢印方向に回動してここに支持した
上部可動ローラー21は、上部固定ローラー20を中心とし
て図７に示すように上方に回動する。一方、下部のシリ
ンダー31は更に収縮して、アーム23が下部固定ローラー
33の軸心を中心として回動し、ここに取付けた下部可動
ローラー34が上昇し、上部固定ローラー20と下部固定ロ
ーラー33及び下部可動ローラー34との３軸間で板材10が
上方に曲げられる。
【００２４】また逆向きの曲げアールＲ2  を形成する位
置に板材10が送られてくると、上部のシリンダー31が収
縮し、図８に示すようにアーム23が回動してここに支持
した上部可動ローラー21は、上部固定ローラー20を中心
として図中左方向に回動して下がってくる。一方、下部
のシリンダー31は伸出して、アーム23が下部固定ローラ
ー33の軸心を中心として図中左方向に回動し、ここに取

付けた下部可動ローラー34が下がって、上部固定ローラ
ー20と上部可動ローラー21及び下部固定ローラー33との
３軸間で板材10が下方に曲げられアールＲ2  部分が形成
される。この後、上部シリンダー31を伸出し、下部シリ
ンダー31を収縮させて図６に示すように、上部固定ロー
ラー20と上部可動ローラー21を水平に配置すると共に、
下部固定ローラー33と下部可動ローラー34を水平に配置
すると、板材10は直線状に進行して行き、板材10をＳ字
形に曲げた上面板３を形成することができる。
【００２５】従って、アーム23で連結された上部固定ロ
ーラー20と上部可動ローラー21及びアーム23で連結され
た下部固定ローラー33と下部可動ローラー34との相対的
な位置関係を変えることにより、任意の半径と曲げ方向
のアール部を形成することができる。
【００２６】なお上記実施例では、Ｓ字曲げの場合につ
いて説明したが、Ｊ字曲げやＵ字曲げなど任意の曲げ加
工を行なうことができる。また上記実施例では、上部可
動ローラー21と下部可動ローラー34もモーターに接続し
て回転駆動させる構造としたが、上部固定ローラー20と
下部固定ローラー33だけを回転駆動させる構造でも良
い。またアーム23の回動を制御するシリンダー31は予め
曲げ位置や曲げアールに応じてプログラム設定しておい
たものに限らず、マニュアルで加工する場合には、曲げ
型板をローラー部分の横に設けて、目視により曲げ型板
に合わせて可動ローラーの位置関係を調整しながら板材
10を送り込んで曲げ加工する方法でも良い。また上記実
施例ではアーム23の回動をシリンダー31により行なう場
合について示したが、モーターにより回動させる構造の
ものでも良い。
【００２７】
【発明の効果】以上説明した如く本発明に係るアール曲
げ機によれば、上部アームで連結された上部固定ローラ
ーと上部可動ローラー及び下部アームで連結された下部
固定ローラーと下部可動ローラーとの相対的な位置関係
を変えることにより、連続的に板材をローラー間に送っ
てＳ字曲げなど任意の半径と曲げ方向のアール部を形成
することができ、従来のように作業者の勘に頼って目視
により曲げ加工を行なう必要がなく、Ｓ字曲げなどのよ
うに曲げ方向が逆の場合でも連続的に曲げ加工できるの
で作業性と寸法精度に優れ、加工コストを大幅に安くす
ることができる。また請求項２記載の発明ではフランジ
部の挿入が容易であり、更に請求項３記載の発明ではハ
ゼ部分の潰れを防止して更に作業性と寸法精度を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例によるアール曲げ機を示す左
側面図である。
【図２】図１に示すアール曲げ機の要部を拡大して一部
破断した状態を示す左側面図である。
【図３】図１に示す上部固定ローラーと上部可動ローラ
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ーの回動機構を示す斜視図である。
【図４】図１に示すアール曲げ機の左側部分のＡーＡ線
断面図である。
【図５】図１に示すアール曲げ機の右側部分を示す平面
図である。
【図６】板材を直線状に送っている状態のローラーの位
置関係を示す説明図である。
【図７】板材を上方に曲げ加工している状態のローラー
の位置関係を示す説明図である。
【図８】板材を下方に曲げ加工している状態のローラー
の位置関係を示す説明図である。
【図９】Ｓ字形の角ダクトを示す斜視図である。
【符合の説明】
１    角ダクト
３    上面板
４    下面板
５    フランジ部
６    スタンド
７    下部フレーム
８    上部フレーム

10    板材
13ａ  軸
13ｂ  軸
17    モーター
18ａ  ギア
18ｂ  ギア
20    上部固定ローラー
21    上部可動ローラー
23    アーム
26    回動軸
28ａ  ギア
28ｂ  ギア
30    リンク
31    シリンダー
33    下部固定ローラー
34    下部可動ローラー
37    環状溝
38    上昇枠
39    シリンダー
40    テーブル

【図２】 【図６】

【図７】
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【図１】 【図３】

【図４】

【図８】

【図９】
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